
太子町教育大綱の計画期間の延長について 

 

１.策定にあたっての課題 

現行の太子町教育大綱は、第５次太子町総合計画後期基本計画との整合を図るため、令

和３年度から令和７年度までを計画期間として策定したものです。 

現在、本町では、令和８年度を始期とする第６次太子町総合計画の策定を進めています。

次期教育大綱は、同計画の前期基本計画との整合を図りながら策定する必要があります。 

しかしながら、令和８年４月を始期とする次期教育大綱の策定に着手する場合、総合計

画前期基本計画のパブリックコメントの結果が反映される前に策定作業を進めることとな

り、総合計画との整合性を十分に確保できないおそれがあります。 

 

２.対応策としての計画期間延長 

第６次太子町総合計画の前期基本計画の内容確定後に教育大綱の策定に着手することと

し、現行の太子町教育大綱の計画期間の満了を「令和８年３月末まで」から「令和８年５

月末まで」に延長するものです。これにより、次期教育大綱を令和８年６月から施行する

こととします。 

 

３.次期教育大綱の策定のスケジュール 

○２月： 総合教育会議 

①現行の教育大綱の計画期間の延長（令和８年３月まで → 令和８年５月まで） 

②次期教育大綱（案） 

○４月： パブリックコメントを実施。 

○５月： パブリックコメントにて修正が生じた場合は総合教育会議を書面にて開催。 

○６月： 次期教育大綱の施行。
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